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出来る限り施設利用の少ない時期（夏休み期間中）に解体や斫り工事、
石綿含有建材の除去工事を行うこととします。やむを得ず施設利用のある
時期に行う場合は、監督職員、施設管理者と協議の上、安全に配慮し工
事を行うこととします。

1-A07工事現場管理の解体及び斫り工事と石綿含有建材の除
去工事の実施時期について監督職員と協議と記載されていま
すが具体的に記載お願いします。

渡り廊下の斫り箇所はモルタルまで石綿含有調査をうと記載さ
れていませんが、積算範囲は調査分析は不要と考えてよろしい
でしょうか。また、含有していた場合は工期、金額に変更と考え
てよろしいでしょうか。

石綿含有調査は4-A04に記載のとおりです。石綿含有調査のみ今回の工
事に含むものとします。調査の結果、石綿含有が確認された場合は、除去
方法や工期、金額の変更について監督職員と協議の上、除去工事を行う
こととします。

補強箇所の数量は以下の通りです。
150Φ…15か所
125Φ…35か所
100Φ…15か所

4-E03～04と現場に相違があった場合、監督職員と協議することとします。
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4-E03～04が現場と相違している場合はどのように対応して頂
けるのでしょうか。

回　　　　答質疑事項

1-A-24　スリーブ補強は設備工事、補強は建築工事と記載さ
れていますが、補強箇所の数量をご指示ください。
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5
1-A11、4-A08、両校に現場事務所設置になっていますが、どち
らか一校に設置と考えてよろしいでしょうか。

どちらか一校に設置することとします。
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1-A09、4-A06の石綿含有建材対象箇所に記載以外は含有が
無い物と考えてよろしいでしょうか。

石綿含有建材は1-A09、4-A06に記載のとおりです。ただし、4-A04に記載
の建材に石綿含有の場合は、こちらも石綿含有とします。
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